
茨木市施設予約システム

対象施設に ｢おにクル｣を 追加します！

令和５年

３月20日(月)から

施設予約システムについて

お手持ちのパソコンやスマートフォンで、次の内容ができます。

・空き照会（手続き不要で、どなたでも可能です。）

・「おにクル」のネット予約：【抽選申込・空きコマ予約】

対 象 施 設【47施設】

福祉文化会館
各いのち・愛・ゆめｾﾝﾀｰ
（6施設）

市民総合ｾﾝﾀｰ 各公民館（16施設）

生涯学習ｾﾝﾀｰきらめき 上中条青少年ｾﾝﾀｰ

男女共生ｾﾝﾀｰﾛｰｽﾞWAM 市民活動ｾﾝﾀｰ

各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（18施設）障害福祉ｾﾝﾀｰﾊｰﾄﾌﾙ

追 加 施 設

文化・子育て複合施設 おにクル

パソコンやスマートフォンで、茨木市の次の47の公共施設の空き照会や予約ができます。

令和５年３月20日から、 令和５年秋に開館する「おにクル」も対象施設として追加します。

事前手続きについて
●予約システムの利用者登録がお済でない方：【①新規登録、②本人確認書類の提出】が必要です。

●予約システムの利用者登録がお済みの方 ：おにクルを追加する【区分追加】の手続きが必要です。

システム
対象施設

次の【事前手続き】

が必要です。

茨木市 施設予約システム 検索

https://logoform.jp/form/2Qo
q/shinkitouroku

https://ibaraki-
shisetsuyoyaku.growone.net/e
shisetsu/menu/Welcome.cgi

https://logoform.jp/form/2Qo
q/yoyaku_touroku8

https://logoform.jp/form/2Qo
q/yoyakukbun8
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確認書類について

■個人登録の場合の確認書類

・申請者の本人確認書類

（免許証、各種健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど（写しも可））

■団体登録の場合の確認書類

１ 任意団体（法人でないサークル等）の場合

①団体の所在地が確認できる書類（団体規約等） ※団体所在地の定めがない場合は不要

②代表者の本人確認書類

③申請者の本人確認書類※代表者と申請者が異なる場合のみ必要

２ 法人の場合

①団体所在地が確認できる書類

（定款、社員証、法人ＨＰの会社概要、事業所一覧ページ等を印刷したもの等）

②代表者⽒名が確認できる書類

（法人代表の場合：法人ＨＰの会社概要、役員一覧ページ等を印刷したもの等

⽀店⻑等の場合：当該代表者の本人確認書類、社員証の写し等）

③申請者の本人確認書類※代表者と申請者が異なる場合のみ必要

（申請者住所が事業所所在地の場合には、申請者の⽒名と事業所所在地が確認できる書類（申請者

の社員証等））

「おにクル」の抽選申込と空きコマ予約の受付期間について

先着順の空きコマ予約の開始前に抽選申込の受付を行い、システムによる自動抽選を毎月実施します。

主な内容は下表のとおりです。

抽選申込受付期間
自動抽選日

抽選結果通知日
空きコマ予約受付期間

【利用15か月前】
大ホール
（令和５年３月20日～ 開始）

【利用13か月前】
大ホール(１階席のみ)
（令和５年５月20日～ 開始）

【利用８か月前】
多目的ホール
（令和５年4月20日～ 開始）

【利用７か月前】
プラネタリウム（貸室）
芝生広場
（令和５年５月20日～ 開始）

大ホール(舞台のみ)
（令和５年11月20日～ 開始）

【利用4か月前】
その他抽選対象の諸室等
（令和５年８月20日～ 開始）

【利用14か月前】
大ホール

【利用12か月前】
大ホール(１階席のみ)

【利用７か月前】
多目的ホール

【利用６か月前】
大ホール(舞台のみ)
プラネタリウム（貸室）
芝生広場

【利用3か月前】
その他抽選対象の諸室等

※当選者は、抽選翌日から10日までに
利用確定処理が必要です。

【抽選申込のなかったコマ】
抽選日の翌日から

（ネット予約は利用日３日前まで）

【当選辞退・キャンセルのあったコマ】
当選辞退・キャンセルがあった日から
（ネット予約は利用日３日前まで）

ホール等一部施設は、利用日19日前以降は受
付不可。
会議室等の利用日２日前以降の予約は、各施
設の窓口で受付

利用開始日

・大ホール：令和６年６月１日～
・他の諸室：令和５年12月１日～

次の利用月前の20日から月末まで 次の利用月前の１日（１月は４日）


